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診療報酬改定について（要望） 
 

第７部 リハビリテーションの見直し 
 
要望の趣旨 

 近年の社会保険診療報酬改定では、治療の早期開始と短期間での地域生活移行に向けた整備が推進され

ている。リハビリテーションにおいては平成 18 年度社会保険診療報酬改定により、疾患別分類としたこと

で患者一人一人の疾患及び障害特性に合わせた個別対応の強化と効率化が図られた。このことは診療報酬

改定以降、療養型病床を有する病院のリハビリテーション部門の運営方針転換や縮小化検討、介護保険へ

の移行推進に向けた事業改革の動きにつながっている。 
しかし、本来推進すべき発症後早期や、発達障害への対応を提供していた施設において人員基準や点数

配分改定の影響により減収となり部門存続が困難になっている状況もある。地域生活への移行促進を推進

する中で、発症早期対応と少数ではあっても発達障害等今後重点的に対応していくべき領域の強化は不可

欠であり、このような観点から現状の体系の見直し案を以下に要望する。 
 
要望項目 

１．施設基準ⅠとⅡの極端な格差の是正 
 （１）脳血管疾患等リハビリテーション料点数見直し 
 （２）脳血管疾患等リハビリテーション料施設基準見直し 
（３）運動器リハビリテーション料点数見直し 
（４）運動器リハビリテーション料施設基準見直し 

 ２．呼吸器リハビリテーション料算定要件における作業療法士による関わりの追加 
  呼吸器リハビリテーション料算定要件の変更 

３．心大血管疾患リハビリテーション料算定要件における作業療法士による関わりの追加 
心大血管疾患リハビリテーション料算定要件の変更 

４．複数名が同一環境下で行う作業療法追加 
リハビリテーション実施方法として複数名が同一環境下で行う訓練を可能とする解釈追加 

５．在宅訪問リハビリテーション指導管理料の適応拡大 
 在宅訪問リハビリテーション指導管理料を介護保険対象者に対する適応拡大 
６．障害児・者リハビリテーション料の適応施設拡大 

  障害児・者リハビリテーション料における基準取得可能施設に一般病院を含める 
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技術名 H001 脳血管疾患等リハビリテーション料 

技術の概要 脳血管障害等主に中枢神経系の障害に対し、機能・動作の再獲得に向けた訓練を行う 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止 

４．その他（                   ） 

具体的な内

容 

脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱにおいても、対象者数に対するスタッフ数比率が一

定数を満たせば、リハビリテーション部門の規模に関係なく脳血管疾患等リハビリテーシ

ョン料Ⅰと同等の算定を可能とする。 

・取扱人数 18 名に対し PT・OT 各 1 名以上の常勤配置とし、必要に応じて ST も配置する。

【評価項目】 

①再評価の理由 

当協会の調査では、脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ未取得施設は旧施設基準において作業療法Ⅱ

取得施設が多い。旧作業療法Ⅱ施設には、本来普及を進めるべきである急性期や発達障害の患者に対する

リハビリテーションを提供する施設も多く含まれており、施設の規模により脳血管疾患等リハビリテーシ

ョン料Ⅰまでの人員を必要としない施設も多い。また、同調査において、脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料Ⅰ未取得施設では、減収等部門収益の不足により運営に影響が出ていた。 

疾患別リハビリテーションにおける脳血管疾患等リハビリテーション施設基準は、施設全般の規模には

関係ない基準となっている。上記、急性期や発達障害の患者に対応する施設における普及と、患者一人ひ

とりへの十分な対応を評価するという観点から、通則にある 1 従事者 1 日 18 単位を目安とすることを基

本とし、脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱにおいても取扱人数 18 名に対し PT・OT 各 1 名以上の常勤

配置とした施設に限り脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰと同等の算定を可能とすることが望ましい。

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

・対象は、脳血管疾患を中心とする入院及び外来の患者 356.5 千人の

うち、脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱで基準を満たす施設の

利用者が対象となる為、割合としては少ない。 

・年間リハビリテーション実施回数およそ 189,116,844 回に影響はな

い。  

③予想される医療費への影響 予想影響額  0  円 増減なし 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減

少すると予想される医療費 

脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ施設基準の特に急性期対応の

部門の普及・充実による短期間での効果促進を図ることであり、退院

時期の早期化に繋がる。よって医科診療における年間リハビリテーシ

ョン料 229,854,777,240 円への影響はないと推測できる。 

該当現行診療報酬区分 

特掲診療料 第 7部リハビリテーション 

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） 

要望点数 

250 点 

④妥当と思われる診療報酬の区

分、点数及びその根拠 
根拠 

現行の脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱの施設基準における人

員要件は、施設の規模や対象者数に関係なく規定されている。提供さ

れるべき技術の質と量を考慮すると取扱人数に対するスタッフの配

置割合を基準とする事が望ましい。 

審査迅速性順位 
提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

リハビリテーション関連委員会 

その他  

関係学会、代表的研究者等 
 



提出済み原本複写 

医療技術再評価希望書（保険既収載技術用）【詳細版】 

 
申請者 社団法人日本作業療法士協会 

担当者（連絡先） 会長 杉原素子 

提出年月日 平成 19 年  6 月  25 日 

 

技術名 H001 脳血管疾患等リハビリテーション料 

技術の概要 脳血管障害等主に中枢神経系の障害に対し、機能・動作の再獲得に向けた訓練を行う 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止 

４．その他（                   ） 

具体的な内容 

脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱにおいても、対象者数に対するスタッフ数比率が一定

数を満たせば、リハビリテーション部門の規模に関係なく脳血管疾患等リハビリテーション

料Ⅰと同等の算定を可能とする。 

・取扱人数 18 名に対し PT・OT 各 1 名以上の常勤配置とし、必要に応じて ST も配置する。 

【評価項目】      

①再評価の理由 

脳血管疾患等中枢神経疾患に対するリハビリテーションにおける作業療法は、運動機能障害、高次脳機能障

害、日常生活活動・社会生活活動の改善において臨床実績がある。また、早期からの積極的なリハビリテーシ

ョンは廃用症候群の予防、機能の改善、在院日数の短縮等に効果がある。（文献） 

当協会の調査では、脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ未取得施設は旧施設基準において作業療法Ⅱ取得

施設が多い。旧作業療法Ⅱ施設には、本来普及を進めるべきである急性期や発達障害の患者に対するリハビリ

テーションを提供する施設も多く含まれており、施設の規模により脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰまで

の人員を必要としない施設も多い。また、同調査において、脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ未取得施設

では、減収等部門収益の不足により運営に影響が出ていた。 

疾患別リハビリテーションにおける脳血管疾患等リハビリテーション施設基準は、施設全般の規模には関係

ない基準となっている。上記、急性期や発達障害の患者に対応する施設における普及と、患者一人ひとりへの

十分な対応を評価するという観点から、通則にある 1 従事者 1 日 18 単位を目安とすることを基本とし、脳血

管疾患等リハビリテーション料Ⅱにおいても取扱人数 18 名に対し PT・OT 各 1 名以上の常勤配置とした施設に

限り脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰと同等の算定を可能とすることが望ましい。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

・対象は、脳血管疾患を中心とする入院及び外来の患者 356.5 千人（表 1

平成 17 年患者調査表 2傷病分類別にみた病床の種類別推計入院患者数、

表 2 傷病分類別にみた病床の種類別推計外来患者数より推計）のうち、

脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱで基準を満たす施設の利用者が対

象となる為、割合としては少ない。 

 

 表 1 平成 17年患者調査表2傷病分類別にみた施設の種類別推計入院患

者数・構成割合（平成 18 年 12 月 7 日 厚生労働省発表） 



 

表 2 平成 17年患者調査表 3傷病分類別にみた施設の種類別推計外来患

者数・構成割合（平成 18 年 12 月 7 日 厚生労働省発表） 

 

・脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ施設基準の見直し要望であり、年

間リハビリテーション実施回数 189,116,844 回（15,759,737 回×12 ヶ月

＝189,116,844 回）（表 3 平成 14 年社会医療診療行為別調査より推計）

に影響はない。 

  

 表 3 平成 14 年社会医療診療行為別調査 平成 14 年 6 月審査分 

  上巻 医科診療 第 3表 診療所医科診療件数より抜粋 

総数  

回数 点数 

総数 総数 1,691,725,814 155,014,676,275

 リハビリテーション 15,759,737 1,915,456,477

③予想される医療費への影響 

 

予想影響額  0  円 増減なし 

 

推計患者数（千人）

傷　　　病　　　分　　　類 一　般
総　数 病　院 診療所

総　　　　　　数 1 462.8 1 391.6  71.2 

Ⅰ 感染症及び寄生虫症  27.2  25.9  1.3 

結核 （再掲）  6.1  6.1  0.0 

ウイルス肝炎 （再掲）  4.6  4.1  0.5 

Ⅱ 新生物  169.8  164.6  5.2 

胃の悪性新生物 （再掲）  18.8  18.4  0.4 

大腸の悪性新生物 （再掲）  19.4  18.9  0.5 

肝及び肝内胆管の悪性新生物 （再掲）  11.2  10.2  1.0 

気管，気管支及び肺の悪性新生物 （再掲）  20.3  20.1  0.3 

Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害  5.9  5.6  0.3 

Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患  39.7  36.7  3.0 

糖尿病 （再掲）  30.3  28.0  2.4 

Ⅴ 精神及び行動の障害  326.2  323.3  2.9 

血管性及び詳細不明の認知症 （再掲）  54.0  52.6  1.5 

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）  198.9  198.7  0.2 

Ⅵ 神経系の疾患  97.3  93.9  3.4 

Ⅶ 眼及び付属器の疾患  12.7  11.6  1.0 

Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患  3.0  2.8  0.2 

Ⅸ 循環器系の疾患  318.7  302.5  16.2 

高血圧性疾患 （再掲）  11.6  9.3  2.3 

心疾患（高血圧性のものを除く） （再掲）  60.2  57.3  2.9 

脳血管疾患 （再掲）  233.6  223.5  10.2 

Ⅹ 呼吸器系の疾患  78.7  74.7  4.0 

喘息 （再掲）  8.7  8.1  0.6 

推計患者数（千人）
傷 　　病 　　分 　　類 一　般 歯 科

総　数 病　院 診療所 診療所
総　　　　　　数 7 092.4 1 866.4 3 948.9 1 277.2 

Ⅰ 感染症及び寄生虫症  227.5  66.6  160.9 ･ 

結核 （再掲）  3.1  2.7  0.4 ･ 

ウイルス肝炎 （再掲）  79.4  30.2  49.3 ･ 

Ⅱ 新生物  204.6  161.5  43.1 ･ 

胃の悪性新生物 （再掲）  19.3  15.1  4.2 ･ 

大腸の悪性新生物 （再掲）  20.3  16.8  3.4 ･ 

肝及び肝内胆管の悪性新生物 （再掲）  8.0  5.4  2.7 ･ 

気管，気管支及び肺の悪性新生物 （再掲）  12.9  10.9  2.1 ･ 

Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害  26.4  11.1  15.3 ･ 

Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患  381.5  139.9  241.7 ･ 

糖尿病 （再掲）  202.4  85.4  117.0 ･ 

Ⅴ 精神及び行動の障害  224.5  111.9  112.6 ･ 

血管性及び詳細不明の認知症 （再掲）  12.0  4.7  7.3 ･ 

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 （再掲）  62.9  45.4  17.5 ･ 

Ⅵ 神経系の疾患  143.2  68.8  74.5 ･ 

Ⅶ 眼及び付属器の疾患  333.7  74.9  258.7 ･ 

Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患  114.6  20.6  94.0 ･ 

Ⅸ 循環器系の疾患  949.5  287.8  661.8 ･ 

高血圧性疾患 （再掲）  644.2  126.2  518.0 ･ 

心疾患（高血圧性のものを除く） （再掲）  142.6  73.5  69.1 ･ 

脳血管疾患 （再掲）  122.9  69.2  53.7 ･ 

Ⅹ 呼吸器系の疾患  757.7  144.9  612.7 ･ 

喘息 （再掲）  147.1  41.6  105.5 ･ 



(影響額算出の根拠を記載する) 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減

少すると予想される医療費 

脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ施設基準の特に急性期対応の部門の

普及・充実による短期間での効果促進を図ることであり、退院時期の早期

化に繋がる。よって医科診療における年間リハビリテーション料

229,854,777,240 円への影響はないと推測できる。 

該当現行診療報酬区分 

特掲診療料 第 7部リハビリテーション 

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）

要望点数 

250 点（施設基準見直しのた

め変化なし） 

④妥当と思われる診療報酬の区

分、点数及びその根拠 
根拠 

現行の脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱの施設基準における人員要件

は、施設の規模や対象者数に関係なく規定されている。提供されるべき技

術の質と量を考慮すると取扱人数に対するスタッフの配置割合を基準とす

る事が望ましい。 

審査迅速性順位 
提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

リハビリテーション関連委員会 

その他  

関係学会、代表的研究者等 
 

 担当者 

（住所、TEL、FAX、E-MAIL） 

梶原幸信（社団法人日本作業療法士会保険部） 

所属：農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 作業療法科 

   〒410－2507 静岡県伊豆市冷川 1523－108 

電話：0558-83-2204 

E-mail：otdept-1@janrc.or.jp   

参考資料 

(文献) 

里宇明元：脳卒中早期リハビリテーションの効果．治療学 36（8）：797-802，2002 

片岡愛子：脳卒中の早期リハビリテーションと作業療法．OT ジャーナル 26（3）：184-186，1992 
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技術名 H002 運動器リハビリテーション料 

技術の概要 骨・関節疾患等主に運動器の障害に対し、機能・動作の再獲得に向けた訓練を行う 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止 

４．その他（                   ） 

具体的な内容 

運動器リハビリテーション料Ⅱにおいても、対象者数に対するスタッフ数比率が一定数を

満たせば、リハビリテーション部門の規模に関係なく運動器リハビリテーション料Ⅰと同

等の算定を可能とする。 

・取扱人数 18 名に対し PT・OT 各 1 名以上の常勤配置とし、必要に応じて ST も配置する。

【評価項目】 

①再評価の理由 

疾患別リハビリテーションにおける運動器リハビリテーション料の施設基準は、人員と施設（面積）に

よる区別が主であり、施設全般の規模には関係ない基準となっている。当協会の調査では、作業療法士が

勤務する施設において、運動器リハビリテーションⅡ基準取得施設の実態があり、本来普及を進めるべき

である急性期や発達障害の患者に対するリハビリテーションを提供する施設も多く含まれている。急性期

や発達障害の患者に対応する施設における普及と、患者一人ひとりへの十分な対応を評価するという観点

から、運動器リハビリテーション料Ⅱ施設基準においても通則にある 1 従事者 1 日 18 単位を目安とする

ことを基本とし、取扱人数 18 名に対し PT・OT 各 1 名以上の常勤配置とした施設に限り脳血管疾患等リハ

ビリテーション料Ⅰと同等の算定を可能とすることが望ましい。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

・対象は運動器リハビリテーション料対象となる患者数 1051.9 千人のう

ち、運動器リハビリテーション料Ⅱで基準を満たす施設の利用者が対

象となる為、割合としては少ない。 

・年間リハビリテーション実施回数およそ 189,116,844 回に影響はない。

③予想される医療費への影響 予想影響額  0  円 増減なし 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少

すると予想される医療費 

運動器リハビリテーション料Ⅱ施設基準の特に急性期対応の部門の普

及・充実による短期間での効果促進を図ることであり、退院時期の早期

化に繋がる。よって医科診療における年間リハビリテーション料

229,854,777,240 円への影響はないと推測できる。 

該当現行診療報酬区分 

特掲診療料 第 7部リハビリテーション 

運動器リハビリテーション料（Ⅱ） 

要望点数 

180 点（施設基準見直しのた

め変化なし） 

④妥当と思われる診療報酬の区分、

点数及びその根拠 
根拠 

現行の運動器リハビリテーション料Ⅱの施設基準における人員要件は、

施設の規模や対象者数に関係なく規定されている。提供されるべき技術

の質と量を考慮すると取扱人数に対するスタッフの配置割合を基準とす

る事が望ましい。 

審査迅速性順位 
提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

リハビリテーション関連委員会 

その他  

関係学会、代表的研究者等 
 

 

 



提出済み原本複写  

医療技術再評価希望書（保険既収載技術用）【詳細版】 
申請者 社団法人日本作業療法士協会 

担当者（連絡先） 会長 杉原素子 

提出年月日 平成 19 年   6 月 25 日 

 

技術名 H002 運動器リハビリテーション料 

技術の概要 骨・関節疾患等主に運動器の障害に対し、機能・動作の再獲得に向けた訓練を行う 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止 

４．その他（                   ） 

具体的な内容 

運動器リハビリテーション料Ⅱにおいても、対象者数に対するスタッフ数比率が一定数

を満たせば、リハビリテーション部門の規模に関係なく運動器リハビリテーション料Ⅰ

と同等の算定を可能とする。 

・取扱人数 18 名に対し PT・OT 各 1 名以上の常勤配置とし、必要に応じて ST も配置する。

【評価項目】      

①再評価の理由 

運動器疾患に対するリハビリテーションにおける作業療法は、四肢体幹の機能障害のみならず、生活機

能障害の発生予防、改善、在宅生活に向けての生活機能の再構築・社会参加の再獲得において臨床実績が

ある。また、早期からの積極的なリハビリテーションは廃用症候群の予防、機能の改善、在院日数の短縮

等に効果がある。（文献） 

疾患別リハビリテーションにおける運動器リハビリテーション料の施設基準は、人員と施設（面積）に

よる区別が主であり、施設全般の規模には関係ない基準となっている。当協会の調査では、作業療法士が

勤務する施設において、運動器リハビリテーションⅡ基準取得施設の実態があり、本来普及を進めるべき

である急性期や発達障害の患者に対するリハビリテーションを提供する施設も多く含まれている。急性期

や発達障害の患者に対応する施設における普及と、患者一人ひとりへの十分な対応を評価するという観点

から、運動器リハビリテーション料Ⅱ施設基準においても通則にある 1 従事者 1 日 18 単位を目安とする

ことを基本とし、取扱人数 18 名に対し PT・OT 各 1 名以上の常勤配置とした施設に限り脳血管疾患等リハ

ビリテーション料Ⅰと同等の算定を可能とすることが望ましい。 



②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

・対象は運動器リハビリテーション料対象となる患者数 1051.9 千人（表 1

平成 17 年患者調査表 2傷病分類別にみた施設の種類別推計入院患者数、

表 2 患者調査表 3 傷病分類別にみた施設の種類別推計外来患者数より推

計）のうち、運動器リハビリテーション料Ⅱで基準を満たす施設の利用

者が対象となる為、割合としては少ない。 

 

 表 1 平成 17年患者調査表2傷病分類別にみた施設の種類別推計入院患

者数・構成割合（平成 18 年 12 月 7 日 厚生労働省発表） 

 

表 2 平成 17年患者調査表 3傷病分類別にみた施設の種類別推計外来患

者数・構成割合（平成 18 年 12 月 7 日 厚生労働省発表） 

推計患者数（千人）

傷　　　病　　　分　　　類 一　般
総　数 病　院 診療所

総　　　　　　数 1 462.8 1 391.6  71.2 

Ⅰ 感染症及び寄生虫症  27.2  25.9  1.3 

結核 （再掲）  6.1  6.1  0.0 

ウイルス肝炎 （再掲）  4.6  4.1  0.5 

Ⅱ 新生物  169.8  164.6  5.2 

胃の悪性新生物 （再掲）  18.8  18.4  0.4 

大腸の悪性新生物 （再掲）  19.4  18.9  0.5 

肝及び肝内胆管の悪性新生物 （再掲）  11.2  10.2  1.0 

気管，気管支及び肺の悪性新生物 （再掲）  20.3  20.1  0.3 

Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害  5.9  5.6  0.3 

Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患  39.7  36.7  3.0 

糖尿病 （再掲）  30.3  28.0  2.4 

Ⅴ 精神及び行動の障害  326.2  323.3  2.9 

血管性及び詳細不明の認知症 （再掲）  54.0  52.6  1.5 

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）  198.9  198.7  0.2 

Ⅵ 神経系の疾患  97.3  93.9  3.4 

Ⅶ 眼及び付属器の疾患  12.7  11.6  1.0 

Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患  3.0  2.8  0.2 

Ⅸ 循環器系の疾患  318.7  302.5  16.2 

高血圧性疾患 （再掲）  11.6  9.3  2.3 

心疾患（高血圧性のものを除く） （再掲）  60.2  57.3  2.9 

脳血管疾患 （再掲）  233.6  223.5  10.2 

Ⅹ 呼吸器系の疾患  78.7  74.7  4.0 

喘息 （再掲）  8.7  8.1  0.6 

ⅩⅠ 消化器系の疾患  72.0  68.6  3.4 

歯及び歯の支持組織の疾患 （再掲）  0.9  0.9  0.0 

食道，胃及び十二指腸の疾患 （再掲）  11.7  10.9  0.8 

肝疾患 （再掲）  12.7  11.9  0.8 

ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患  9.5  9.1  0.4 

ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患  68.8  60.5  8.3 

ⅩⅣ 尿路性器系の疾患  46.2  42.2  4.0 

ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく  19.0  14.4  4.6 

ⅩⅥ 周産期に発生した病態  6.2  6.0  0.1 

ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常  5.8  5.7  0.1 

ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で  23.8  22.5  1.3 

他に分類されないもの

ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響  122.5  113.5  9.1 

ⅩⅩⅠ健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用  9.8  7.2  2.6 

歯の補てつ （再掲）  0.0  0.0       - 



 

・運動器リハビリテーション料Ⅱ施設基準の見直し要望であり、年間リハ

ビリテーション実施回数 189,116,844 回（15,759,737 回×12 ヶ月＝

189,116,844 回）（平成 14 年社会医療診療行為別調査より推計）（表 3）

に影響はない。 

  

 表 3 平成 14 年社会医療診療行為別調査 平成 14 年 6 月審査分 

  上巻 医科診療 第 3表 診療所医科診療件数より抜粋 

総数  

回数 点数 

総数 総数 1,691,725,814 155,014,676,275

 リハビリテーション 15,759,737 1,915,456,477

③予想される医療費への影響 

 

予想影響額  0  円 増減なし 

 

(影響額算出の根拠を記載する) 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減

少すると予想される医療費 

運動器リハビリテーション料Ⅱ施設基準の特に急性期対応の部門の普及・

充実による短期間での効果促進を図ることであり、退院時期の早期化に繋

が る 。 よ っ て 医 科 診 療 に お け る 年 間 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 料

229,854,777,240 円への影響はないと推測できる。 

④妥当と思われる診療報酬の区

分、点数及びその根拠 

該当現行診療報酬区分 

特掲診療料 第 7部リハビリテーション 

運動器リハビリテーション料（Ⅱ） 

要望点数 

180 点（施設基準見直しのた

め変化なし） 

推計患者数（千人）
傷 　　病 　　分 　　類 一 般 歯 科

総　数 病　院 診療所 診療所
総　　　　　　数 7 092.4 1 866.4 3 948.9 1 277.2 

Ⅰ 感染症及び寄生虫症  227.5  66.6  160.9 ･ 

結核 （再掲）  3.1  2.7  0.4 ･ 

ウイルス肝炎 （再掲）  79.4  30.2  49.3 ･ 

Ⅱ 新生物  204.6  161.5  43.1 ･ 

胃の悪性新生物 （再掲）  19.3  15.1  4.2 ･ 

大腸の悪性新生物 （再掲）  20.3  16.8  3.4 ･ 

肝及び肝内胆管の悪性新生物 （再掲）  8.0  5.4  2.7 ･ 

気管，気管支及び肺の悪性新生物 （再掲）  12.9  10.9  2.1 ･ 

Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害  26.4  11.1  15.3 ･ 

Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患  381.5  139.9  241.7 ･ 

糖尿病 （再掲）  202.4  85.4  117.0 ･ 

Ⅴ 精神及び行動の障害  224.5  111.9  112.6 ･ 

血管性及び詳細不明の認知症 （再掲）  12.0  4.7  7.3 ･ 

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 （再掲）  62.9  45.4  17.5 ･ 

Ⅵ 神経系の疾患  143.2  68.8  74.5 ･ 

Ⅶ 眼及び付属器の疾患  333.7  74.9  258.7 ･ 

Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患  114.6  20.6  94.0 ･ 

Ⅸ 循環器系の疾患  949.5  287.8  661.8 ･ 

高血圧性疾患 （再掲）  644.2  126.2  518.0 ･ 

心疾患（高血圧性のものを除く） （再掲）  142.6  73.5  69.1 ･ 

脳血管疾患 （再掲）  122.9  69.2  53.7 ･ 

Ⅹ 呼吸器系の疾患  757.7  144.9  612.7 ･ 

喘息 （再掲）  147.1  41.6  105.5 ･ 

ⅩⅠ 消化器系の疾患 1 301.4  136.4  185.2  979.9 

歯及び歯の支持組織の疾患 （再掲）  985.9  27.6  7.2  951.2 

食道，胃及び十二指腸の疾患 （再掲）  166.4  54.8  111.6 ･ 

肝疾患 （再掲）  47.9  18.8  29.1 ･ 

ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患  266.6  57.3  209.3 ･ 

ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患  983.1  225.2  758.0 ･ 

ⅩⅣ 尿路性器系の疾患  252.0  116.8  135.2 ･ 

ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく  14.5  6.8  7.7 ･ 

ⅩⅥ 周産期に発生した病態  2.0  1.6  0.4 ･ 

ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常  12.0  8.6  3.4 ･ 

ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で  76.3  38.1  38.1 ･ 

他に分類されないもの

ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響  303.9  119.6  181.2  3.1 

ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用  517.4  68.0  155.1  294.2 

歯の補てつ （再掲）  267.5  5.1  1.0  261.4 



根拠 

現行の運動器リハビリテーション料Ⅱの施設基準における人員要件は、施

設の規模や対象者数に関係なく規定されている。提供されるべき技術の質

と量を考慮すると取扱人数に対するスタッフの配置割合を基準とする事が

望ましい。 

審査迅速性順位 

提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

リハビリテーション関連委員会 

その他  

関係学会、代表的研究者等 
 

 担当者 

（住所、TEL、FAX、E-MAIL） 

梶原幸信（社団法人日本作業療法士会保険部） 

所属：農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 作業療法科 

   〒410－2507 静岡県伊豆市冷川 1523－108 

電話：0558-83-2204 

E-mail：otdept-1@janrc.or.jp   

参考資料 

(文献) 

大野英子・他：橈骨遠位端骨折のリハビリテーション成績―早期リハビリテーションの効果と経過について．総

合リハビリテーション 34（10）：981-988，2006 
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提出済み原本複写  
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申請者 社団法人 日本作業療法士協会

担当者 会長 杉原 素子 
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※ 概要版にはポイントのみ記載し、本紙一枚に収めること。 

※ 技術そのものが新設であっても、すでに保険診療の中で認められているものについては、本用紙を用いること。 

技術名 
H003 呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料における作業療法 

（呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料での作業療法の算定用件の追加） 

技術の概要 呼吸器疾患患者に個別に行われるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおける日常生活活動を支援する作業療法 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準､回数制限等)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止

４．その他（関与する医療従事者の拡大） 

具体的な内容 

近年推奨されている包括的呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおいては、運動療法のみならず、作業療法士が

その役割を担う呼吸困難感を軽減させる効率的な動作の習得や住環境整備などの日常生活活

動(Activity of Daily Living; ADL)への支援が重要となる。作業療法を呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料

の算定用件に追加することで、患者支援の充実を図ることが急務である。 

【評価項目】 

①再評価の理由 

包括的呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおいて作業療法がその役割を担う ADL ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの重要性は、日本呼吸器学会などが

編集した「呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ﾏﾆｭｱﾙ」に明記してある。近年、呼吸器疾患患者に対する作業療法の国内外の報

告は増加しており、呼吸器疾患患者の ADL、QOL の向上へ作業療法士の果たす役割は重要である。 

また、作業療法で実施される ADL ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞは、経皮的動脈血酸素飽和度や呼吸数などのﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝに注意を払

いながら実施されるために危険を伴う可能性は非常に少なく、安全に実施できる。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

我が国の慢性呼吸不全患者の大多数を占める COPD 患者は、2001 年の

大規模疫学調査の結果から、約 530 万人と推定されており、2020 年ま

でには死亡の主要原因の第 3 位になると予測されている。現在治療を

受けている患者は 20 万人といわれ、当協会の調査では最低でも 30,000

人の作業療法対象者の存在が推測されている。 

③予想される医療費への影響 予想影響額  0 円 増減なし 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少す

ると予想される医療費 

 

現在導入されている疾患別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ体系においては、患者から一

日に算定できる単位数は定められており、呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料を算定

できる職種は理学療法士のみであることから、それを分配することに

なるため、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療費の上限枠を超えることはない。 

該当現行診療報酬区分 

Ｈ003 呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 

要望点数 

現行通り 
④妥当と思われる診療報酬の区分、点

数及びその根拠 
根拠 

現在導入されている呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料における作業療法の算定用

件の追加であるため。 

審査迅速性順位 
提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

呼吸器関連委員会 

その他 
 

関係学会、代表的研究者等 
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申請者 社団法人 日本作業療法士協会

担当者（連絡先） 会長 杉原 素子 

提出年月日 平成 19 年 6 月 25 日 

 

※ 概要版に記載した内容の背景、根拠、算術方式等について記載する。 

※ 必要があれば、海外のデータを用いることも可能。 

技術名 H003 呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料での作業療法の算定用件の追加） 

技術の概要 呼吸器疾患患者に個別に行われるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおける日常生活活動を支援する作業療法 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準､回数制限等)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止

４．（関与する医療従事者の拡大） 

具体的な内容 

近年推奨されている包括的呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおいては、運動療法のみならず、作業療法士

がその役割を担う呼吸困難感を軽減させる効率的な動作の習得や住環境整備などの日常生活

活動(Activity of Daily Living; ADL)への支援が重要となる。その作業療法を呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ

ｮﾝ料の算定用件に追加することで、患者支援の充実を図ることが急務である。 

具体的な算定用件の変更点は、現行の H003 呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料(4)「理学療法士の監視下

で行われたものについて算定する」を「理学療法士または、作業療法士の監視下で行われた

もの」へ変更し、(5)「理学療法士と患者が 1対 1で行って場合に算定し」を「理学療法士ま

たは作業療法士が 1対 1で行って場合に算定し」へ変更することを要望する。 

【評価項目】      

①再評価の理由 

呼吸器疾患患者の日常生活活動(着替え、入浴など)や生活関連活動(家事、買い物など)には呼吸困難感を伴

う。また、呼吸困難感に起因する抑うつは、生活の質(QOL)の低下を引き起こし、活動性の低下を伴うことで

疾患の更なる増悪を招いてしまう。作業療法は、これらの ADL の低下に対して ADL ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを中心に支援を行

う医療技術であり、その重要性は呼吸器学会などが編集した呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ﾏﾆｭｱﾙにも明記されている。 

 当協会が実施した 2005 年度の呼吸器疾患における作業療法の実態調査の結果からは、個々の症例に応じた

作業療法の介入による、「運動機能の改善」や｢できる ADL の増加｣、「している ADL の増加」、「介助量の軽減」

が示されている(図:上左)。 
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図 作業療法介入による変化点（人数、複数回答）

 
 呼吸器疾患に対する ADL ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの効果については、国立療養所

刀根山病院の作業療法士である川邊らの報告により、ADL ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

前後の呼吸困難感、経皮的酸素飽和度の改善や(図:上右)、理学療

法に作業療法を併せて実施した際の生命予後の改善について報告

されている(図:下)。 

また、大阪大学医学部附属病院の高島らは、肺移植後の早期の社

会復帰へ向けた支援の報告を行っている。呼吸器疾患患者に対する

作業療法は、急性発症から在宅に至るまでの幅広い支援が実践され

ており、更にその支援は高度先進医療にまで拡がりをみせている。 



②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

上記の全国調査は 1,000 施設を対象に実施し、243 施設からの返信があ

り、66 施設にて主診断、合併症を含めた 3,316 名の実態が存在した。2004

年度の身体障害領域における作業療法部門開設施設は約 9,600 施設あるこ

とを考えると最低でもその 10 倍程度の約 30,000 人の作業療法実施患者が

存在することになる。年間の実施回数は、週 5 回×4 週間で換算すると

600,000 回程度と推測される。 

③予想される医療費への影響 予想影響額  0 円 増減なし 

(影響額算出の根拠を記載する) 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減

少すると予想される医療費 

現在導入されている疾患別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ体系においては、患者から一日に

算定できる単位数は定められており、現在は呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料を算定で

きる職種が理学療法士のみであることから、それを分配することになるた

め、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療費の上限枠を超えることはない。 

該当現行診療報酬区分 

Ｈ003 呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 

要望点数 

現行通り 
④妥当と思われる診療報酬の区

分、点数及びその根拠 根拠 

現在導入されている呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料における作業療法の算定用件の

追加であるため。 

審査迅速性順位 
提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

呼吸器関連委員会 

その他  

関係学会、代表的研究者等 

 

 

 担当者 

（住所、TEL、FAX、E-MAIL） 

東 祐二 

宮崎県都城市早鈴町 17-1 藤元早鈴病院 セラピスト室 

TEL0986-25-1313 FAX0986-25-3950  

E-Mail:higashi@fujimoto.or.jp 
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※ 概要版にはポイントのみ記載し、本紙一枚に収めること。 

※ 技術そのものが新設であっても、すでに保険診療の中で認められているものについては、本用紙を用いること。 

技術名 
H000 心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおける作業療法 

（心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料での作業療法の算定用件の追加） 

技術の概要 心大血管疾患患者に個別に行われるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおける日常生活活動を支援する作業療法 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準､回数制限等)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止

４．（関与する医療従事者の拡大） 

具体的な内容 

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおいては、運動療法のみならず、社会復帰に向けて作業療法士がその役割

を担う心機能への負担を軽減する動作の習得や住環境整備などの日常生活活動への支援が重

要となる。作業療法を心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料の算定用件に追加することで、患者支援の充

実を図ることが急務である。 

【評価項目】 

①再評価の理由 

心大血管疾患患者に対する作業療法は、障害の特殊性に配慮した ADL 能力向上、生活適応の拡大を支援する

意味で必要性が高い。また、早期から日常生活や社会生活に必要な作業活動を通じて、社会復帰や生活機能の

回復を図ることは患者の生活の質(QOL)の向上のためにも重要である。 

また、作業療法で実施される ADL ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞは、血圧や Borg 指数などに注意を払いながら実施されるために危

険を伴う可能性は少なく、安全に実施できる。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

我が国の心疾患患者は虚血性心不全患者約 91 万人、心臓外科手術後患

者約 5 万人である。その反面、心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの施設基準を満たして

いる施設は非常に少なく普及促進を妨げる要因となっている。当協会

の 2005 年度の実態調査では最低でも 18,000 人の作業療法対象者の存

在が推測されている。 

③予想される医療費への影響 予想影響額  0 円 増減なし 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少す

ると予想される医療費 

 

現在導入されている疾患別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ体系においては、患者から一

日に算定できる単位数は定められており、現在は心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ

ｼｮﾝ料を算定できる職種が理学療法士と看護師のみであることから、そ

れを分配することになるため、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療費の上限枠を超えるこ

とはない。 

該当現行診療報酬区分 

H000 心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料

要望点数 

 現行通り 
④妥当と思われる診療報酬の区分、点

数及びその根拠 
根拠 

現在導入されている呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料における作業療法の算定用

件の追加要望であるため。 

審査迅速性順位 
提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

  

その他 
 

関係学会、代表的研究者等 
 

 



提出済み原本複写 

医療技術再評価希望書（保険既収載技術用）【詳細版】 

 
申請者 社団法人 日本作業療法士協会

担当者（連絡先） 会長 杉原 素子 

提出年月日 平成 19 年 6 月 25 日 

 

※ 概要版に記載した内容の背景、根拠、算術方式等について記載する。 

※ 必要があれば、海外のデータを用いることも可能。 

技術名 心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 

技術の概要 
H000 心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおける作業療法 

（心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料での作業療法の算定用件の追加） 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準､回数制限等)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止

４．（関与する医療従事者の拡大） 

具体的な内容 心大血管疾患患者に個別に行われるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおける日常生活活動を支援する作業療法 

【評価項目】      

①再評価の理由 

心大血管疾患患者に対する作業療法は、障害の特殊性に配慮した ADL 能力向上、生活適応の拡大を支援する

意味で必要性が高い。また、早期から日常生活や社会生活に必要な作業活動を通じて、社会復帰や生活機能の

回復を図ることは患者の生活の質(QOL)の向上のためにも重要である。作業療法を心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料

の算定用件に追加することで、患者支援の充実を図ることが急務である。 

具体的な算定用件の変更点は、現行の H000 心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料の下記の部分である。 

現行 

(1)心大血管ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会事務局

長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、心機能の回復、当該疾患の再発予防等を図

るために、心肺機能の評価による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に

算定する。なお、関係学会により周知されている「心疾患における運動療法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」

（Circulation Journal Vol.66,Supple.IV,2002:1194）に基づいて実施すること。 

(4)心大血管ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料は、緊急事態に備えるため専任の医師の直接の監視下に実施することとし、専任の

医師は定期的な心機能チェックの下に、運動処方を含むﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実施計画を作成し、診療録に記載す

る。この場合、入院中の患者については当該療法を担当する医師又は理学療法士及び看護師の一人当たり

の患者数は、それぞれ、1 回 15 人程度、１回 5 名程度とし、入院中の患者以外の患者については、それぞ

れ 1回 20 人程度、1回 8名程度とする。 

改定 

(1)心大血管ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会事務局

長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、心機能の回復、当該疾患の再発予防、実用的

な日常生活における諸活動の自立を図るために、心肺機能の評価による適切な運動処方に基づき運動療法

等、日常生活活動訓練、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせ、

個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、関係学会により周知されている「心疾患における運動療

法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」（Circulation Journal Vol.66,Supple.IV,2002:1194）に基づいて実施すること。 

(4)心大血管ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料は、緊急事態に備えるため専任の医師の直接の監視下に実施することとし、専任の

医師は定期的な心機能チェックの下に、運動処方を含むﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実施計画を作成し、診療録に記載する。

この場合、入院中の患者については当該療法を担当する医師又は理学療法士、作業療法士及び看護師の一人

当たりの患者数は、それぞれ、1回 15 人程度、１回 5名程度とし、入院中の患者以外の患者については、そ

れぞれ 1回 20 人程度、1回 8名程度とする。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

心大血管疾患患者の日常生活活動(着替え、入浴など)や生活関連活動(家

事、買い物など)には息切れ感を伴う。また、息切れ感に起因する抑うつは、

生活の質(QOL)の低下を引き起こし、活動性の低下を伴うことで疾患の更な

る増悪を招いてしまう。作業療法は、これらの ADL の低下に対して ADL ﾄﾚ

ｰﾆﾝｸﾞを中心に支援を行う医療技術である。 

当協会が実施した 2005 年度の心大血管疾患における作業療法の実態調

査結果からは、個々の症例に応じた作業療法の介入による、運動機能の改



善や｢できる ADL の増加｣、「介助量の軽減」、「している ADL の増加」が示さ

れている(図)。 
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図 作業療法介入による変化点（人数、複数回答）

 
また、心大血管疾患に対する作業療法の効果については、埼玉医科大学

病院の作業療法士である鈴木らにより、退院前に心機能の負担のない範囲

での家事動作のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを行うことで患者の満足度が向上したことが報告

されている。加えて、群馬県立心臓血管ｾﾝﾀｰの生須らは、心臓術後の上肢

機能の低下に対する作業療法の介入効果について報告しており、心大血管

疾患に対する作業療法は、急性発症後の自宅退院に向けて ADL の改善を目

指した支援を実践しているといえる。 

③予想される医療費への影響 
 

予想影響額  0 円 増減なし 

(影響額算出の根拠を記載する) 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減

少すると予想される医療費 

 

現在導入されている疾患別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ体系においては、患者から一日に

算定できる単位数は定められており、現在は心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料を

算定できる職種は理学療法士と看護師のみであることから、それを分配す

ることになるため、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療費の上限枠を超えることはない。 

該当現行診療報酬区分 

 H000 心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 

要望点数 

 現行通り 
④妥当と思われる診療報酬の区

分、点数及びその根拠 
根拠 

 現在導入されている心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料における作業療法の算定

用件の追加要望であるため。 

審査迅速性順位 

提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

 

その他  

関係学会、代表的研究者等 
 

 

 担当者 

（住所、TEL、FAX、E-MAIL） 

東 祐二 

宮崎県都城市早鈴町 17-1 藤元早鈴病院 セラピスト室 

TEL0986-25-1313 FAX0986-25-3950 E-Mail:higashi@fujimoto.or.jp 

【心大血管疾患と作業療法に関する論文】 

1) 生須義久(群馬県立心臓血管ｾﾝﾀｰ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ課)ら：心不全理学療法を必要とする心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝへの対応 

心不全患者の上肢機能と作業療法の効果：心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 11 巻 2 号 Page228-230(2006.06) 

2) 馬場さゆり(埼玉医科大学附属病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科) ら：開心術後患者の認知機能の特徴 健常人と比較し

て：心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 11 巻 2 号 Page298-301(2006.06) 

3) 鈴木真弓(埼玉医科大学附属病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科)ら：作業療法士による開胸術後女性患者に対する家事動作



ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの効果：心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 10 巻 1 号 Page117-119(2005.03) 

4) 牧田茂(埼玉医科大学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科):ﾏｽﾀｰの要点 循環器病学 不整脈: 理学療法 22 巻 10 号 

Page1384-1389(2005.10) 

5) 小野宏一(新潟県立中央病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科) ：ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝが関与する医療事故に関する認識度調査を中心

に：総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 33 巻 4 号 Page329-334(2005.04) 

6) 須田江里子(群馬県立心臓血管ｾﾝﾀｰ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ課)ら：循環器疾患患者における人工呼吸器離脱後の摂食嚥

下障害の特徴について：心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 10 巻 1 号 Page108-112(2005.03) 

7) 里見史義(倉敷中央病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科)ら：心臓血管外科術後作業療法の目的と方法：倉敷中央病院年報 67

巻 Page165-166(2005.03) 

8) 宮野佐年(東京慈恵会医科大学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座)：ここまで知っておきたい痛みへのｱﾌﾟﾛｰﾁ 運動療法 

心筋梗塞と運動療法：痛みと臨床 4巻 2号 Page145-151(2004.03) 

9) 松尾善美, 高島千敬, 井上悟, 阿部和夫, 三木秀宣, 清水信幸, 吉川秀樹:心臓移植・肺移植における理学

療法 大阪大学医学部附属病院における実践を通して:国立大学理学療法士学会誌 23 回 

Page20-25(2002.04) 
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申請者 社団法人日本作業療法士協会 

担当者（連絡先） 会長 杉原素子 
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技術名 
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）（Ⅱ） 

H002 運動器リハビリテーション料（Ⅰ）（Ⅱ） 

技術の概要 
脳血管障害等主に中枢神経系の障害に対し、機能・動作の再獲得に向けた訓練を行う 

骨・関節疾患等主に運動器の障害に対し、機能・動作の再獲得に向けた訓練を行う 

再評価区分 

１．算定要件の見直し(施設基準､回数制限等)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の

廃止 

４．その他（個別訓練に則して複数名が同一環境下で行う訓練を可能とする解釈追加） 

具体的な内

容 

リハビリテーションの実施方法として、複数名が同一環境下において訓練を行う場合であ

って、患者一人一人に、社会的適応能力の回復や自発性の向上など、リハビリテーション

を促進する目的が設定されて行われる訓練においては、個別リハビリテーションの一手法

とみなしてよい。また、この複数名が同一環境下において訓練を行うことは、その他の回

復に向けた訓練や、地域生活の介護保険下で行う通所サービスへの移行にも考慮し、1週

間に 2回を限度とすることが望ましい。 

（診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項別添１医科診療報酬点数に関す

る事項第 7部リハビリテーション通則への解釈追加） 

【評価項目】 

①再評価の理由 

作業療法において社会的適応能力の回復や自発性向上を目的として訓練を遂行する際、複数名が同一環境

下で訓練を行う設定が有効な場合がある。例えば、脳血管疾患等リハビリテーションでは、失語症のコミ

ュニケーション能力向上や、周囲への関心、配慮等が不十分となった高次脳機能障害を有する患者の回復

段階、また運動器リハビリテーションにおいては脊髄損傷患者のピアカンファレンス等、地域生活への移

行を目指して良好な対人関係構築に向けた活動を行う際有効となる。また、退院後の地域生活の介護保険

下における通所系サービスへの移行にも有効である。よって一人ひとりの患者の目的に合わせ、必要に応

じて集団の環境下で行う訓練も個別リハビリテーションの一手法とすることが望ましい。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

現状の各疾患別リハビリテーションにおける個別訓練の手法の1つ

として行うものなので、対象者数、年間実施回数等には影響が無い。

参考：・高次脳機能障害患者数 270 千人（交通事故 保険請求セ

ンターデータより推計） 

・年間病院退院患者数 14962.8 千人（平成 17 年患者調査より推計）

③予想される医療費への影響 予想影響額  0   円  

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少す

ると予想される医療費 

現状の各疾患別リハビリテーションにおける個別訓練の手法の1つ

として行うものなので、影響は無い。 

該当現行診療報酬区分 要望点数 

④妥当と思われる診療報酬の区分、

点数及びその根拠 根拠 

審査迅速性順位 
提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

リハビリテーション関連委員会 

その他  



関係学会、代表的研究者等 
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技術名 
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）（Ⅱ） 

H002 運動器リハビリテーション料（Ⅰ）（Ⅱ） 

技術の概要 
脳血管障害等主に中枢神経系の障害に対し、機能・動作の再獲得に向けた訓練を行う 

骨・関節疾患等主に運動器の障害に対し、機能・動作の再獲得に向けた訓練を行う 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準､回数制限等)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の

廃止 ４．その他（個別訓練に則して複数名が同一環境下で行う訓練を可能とする解釈追加）

具体的な内容 

リハビリテーションの実施方法として、複数名が同一環境下において訓練を行う場合で

あって、患者一人一人に、社会的適応能力の回復や自発性の向上など、リハビリテーシ

ョンを促進する目的が設定されて行われる訓練においては、個別リハビリテーションの

一手法とみなしてよい。また、この複数名が同一環境下において訓練を行うことは、そ

の他の回復に向けた訓練や、地域生活の介護保険下で行う通所サービスへの参加頻度な

ども考慮し、1週間に 2回を限度とすることが望ましい。 

（診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項別添１医科診療報酬点数に関

する事項第 7部リハビリテーション通則への解釈追加） 

【評価項目】      

①再評価の理由 

作業療法において社会的適応能力の回復や自発性向上を目的として訓練を遂行する際、複数名が同一環

境下（いわゆる集団）で訓練を行う設定が有効な場合がある。（文献）脳血管疾患等リハビリテーショ

ンでは、失語症のコミュニケーション能力向上や、周囲への関心、配慮等が不十分となった高次脳機能

障害を有する患者の回復段階、また運動器リハビリテーションにおいては脊髄損傷患者のピアカンファ

レンス等、地域生活への移行を目指して良好な対人関係構築に向けた活動を行う際有効となる。また、

退院後の地域生活の介護保険下における通所系サービスへの移行にも有効である。よって一人ひとりの

患者の目的に合わせ、必要に応じて集団の環境下で行う訓練も個別リハビリテーションの一手法とする

ことが望ましい。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

現状の各疾患別リハビリテーションにおける個別訓練の手法の 1 つと

して行うものなので、対象者数、年間実施回数等には影響が無い。 

参考：・高次脳機能障害患者数 270 千人（交通事故 保険請求センタ

ーデータより推計） 

表 1高次脳機能障害の総数（推定）        （人） 

疾患名 痴呆状態の数 高次脳機能障害者数 

頭部外傷 2 万 5 万 

脳血管障害 111 万 3000 11 万 

脳変性疾患 110 万 5000 11 万 

合計 223 万 8000 27 万 

 

・年間病院退院患者数 14962.8 千人（平成 17 年患者調査平成 17 年 9

月退院者数 1246.9 千人×12 ヶ月） 

 

③予想される医療費への影響 

 

予想影響額   0   円 増減なし 

 

(影響額算出の根拠を記載する) 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減

少すると予想される医療費 

現状の各疾患別リハビリテーションにおける個別訓練の手法の 1 つと

して行うものなので、影響は無い。 



該当現行診療報酬区分 要望点数 

④妥当と思われる診療報酬の区

分、点数及びその根拠 根拠 

審査迅速性順位 

提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

リハビリテーション関連委員会 

その他  

関係学会、代表的研究者等 
 

 担当者 

（住所、TEL、FAX、E-MAIL） 

梶原幸信（社団法人日本作業療法士会保険部） 

所属：農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 作業療法科 

   〒410－2507 静岡県伊豆市冷川 1523－108 

電話：0558-83-2204 

E-mail：otdept-1@janrc.or.jp   

参考資料 

(文献) 

黒澤也生子・他：回復期リハビリテーション病棟における集団活動が脳血管障害者の心理・社会機能に及

ぼす影響．OT ジャーナル 41（2）：158-166，2007 

竹田徳則・他：集団の活用 2回復期リハビリテーション病棟と一般病棟における集団活動の意義．OT ジャ

ーナル 39（5）：431-436，2005 
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提出済み原本複写  

医療技術再評価希望書（保険既収載技術用）【概要版】 
申請者 社団法人日本作業療法士協会 

担当者（連絡先） 会長 杉原素子 

提出年月日 平成 19 年   6 月 25 日 

 

技術名 C006 在宅訪問リハビリテーション指導管理料 

技術の概要 
居宅療養を行う患者に基本的動作能力もしくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を

図る為の訓練等を行う。 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(回数制限等)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止 

４．その他（     ） 

具体的な内容 

介護保険対象者における介護保険優先事項をなくし、在宅生活への移行、定着化、介護保険領

域等他の生活支援事業所等との連携調整を行う目的で、退院後 60日以内に限って、合計 60単

位を限度として集中訪問を可能とする。 

【評価項目】 

①再評価の理由 

在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、地域生活への移行、介護保険との連携を目的として、実生活場

面での評価や最終調整等入院生活との環境の違いを考慮した取り組みを行う有効なものである。しかし、介

護保険対象者では、介護保険事業の利用を優先することになっており上記目的における退院直後の導入対象

者が限られる。当協会における調査においても改定後の実施件数が伸びていないのが現状である。 

以上より、介護保険対象者に限っては、介護保険優先事項をなくし、在宅生活への移行、定着化、介護保険

領域等他の生活支援事業所等との連携調整を行う目的で、退院後 60 日以内に限って、合計 60 単位を限度と

して集中訪問を可能とする事が望ましい。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

・対象はリハビリテーションの対応が必要と思われる疾患の入院患者

588.7 千人のうち、在宅退院者およそ 471.0 千人となる。 

・在宅訪問リハビリテーション指導管理料は現状介護保険による介護

認定を受けていない在宅患者が対象であり、実施件数は極僅かの状

況である。本見直しにより実施回数の増加は見込まれるが医療機関

に勤務する従事者の 1 日の実施単位数内に行われるものであり、年

間リハビリテーション実施回数 189,116,844 回に影響はない。 

③予想される医療費への影響 予想影響額  0   円  

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少する

と予想される医療費 

・実施回数の増加は見込まれるが医療機関に勤務する従事者の 1 日の

実施単位数内に行われるものであり、医療費の影響額としては増減な

い。 

該当現行診療報酬区分 

特掲診療料 第 2部 在宅医療 

C006在宅訪問リハビリテーション

指導管理料 

要望点数 

（1単位）300 点 

現行と変化なし ④妥当と思われる診療報酬の区分、点

数及びその根拠 

根拠 

審査迅速性順位 

提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

リハビリテーション関連委員会 

その他 
 

関係学会、代表的研究者等 
 



提出済み原本複写 

医療技術再評価希望書（保険既収載技術用）【詳細版】 

 
申請者 社団法人日本作業療法士協会 

担当者（連絡先） 会長 杉原素子 

提出年月日 平成 19 年  月  日 

 

技術名 C006 在宅訪問リハビリテーション指導管理料 

技術の概要 
居宅療養を行う患者に基本的動作能力もしくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を

図る為の訓練等を行う。 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(回数制限等)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止 

４．その他（                   ） 

具体的な内容 

介護保険対象者における介護保険優先事項をなくし、在宅生活への移行、定着化、介護保

険領域等他の生活支援事業所等との連携調整を行う目的で、退院後 60 日以内に限って、合計

60 単位を限度として集中訪問を可能とする。 

【評価項目】      

①再評価の理由 

在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、地域生活への移行、介護保険との連携を目的として、実生活場

面での評価や最終調整等入院生活との環境の違いを考慮した取り組みを行う有効なものである。しかし、介

護保険対象者では、介護保険事業の利用を優先することになっており上記目的における退院直後の導入対象

者が限られる。当協会における調査においても改定後の実施件数が伸びていないのが現状である。 

以上より、介護保険対象者に限っては、介護保険優先事項をなくし、在宅生活への移行、定着化、介護保険

領域等他の生活支援事業所等との連携調整を行う目的で、退院後 60 日以内に限って、合計 60 単位を限度と

して集中訪問を可能とする事が望ましい。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

・対象はリハビリテーションの対応が必要と思われる疾患の入院患者 588.7

千人(表 1)平成 17 年患者調査表 2 傷病分類別にみた施設の種類別推計入

院患者数より推計）のうち 85％の在宅退院者 471 千人（図 1 Ｎリハビリ

テーション病院における退院先割合より推計）となる。 

 

表 1 平成 17 年患者調査表 2 傷病分類別にみた施設の種類別推計入院

患者数・構成割合より抜粋（平成 18年 12 月 7 日 厚生労働省発表）

 

図 1 Ｎリハビリテーション病院における退院先割合 

 

・在宅訪問リハビリテーション指導管理料は現状介護保険による介護認定

を受けていない在宅患者が対象であり、実施件数は極僅かの状況である。

本見直しにより実施回数の増加は見込まれるが医療機関に勤務する従事

者の 1 日の実施単位数内に行われるものであり、年間リハビリテーショ

傷病分類 推計患者総数（千人）

循環器系の疾患（脳血管疾患・心疾患等） 318.7

呼吸器系の疾患 78.7

筋骨格系及び結合組織の疾患 68.8

損傷、中毒及びその他の外因の影響 122.5

合計 588.7

2．転院
10%

４．身体障害
者施設

3%
５．その他

0%

３．老健施設
1%

1．在宅
85%



ン実施回数 189,116,844 回（15,759,737 回×12 ヶ月＝189,116,844 回）

（平成 14 年社会医療診療行為別調査より推計）（表 2）に影響はない。

  

 表 2 平成 14 年社会医療診療行為別調査 平成 14 年 6 月審査分 

  上巻 医科診療 第 3表 診療所医科診療件数より抜粋 

総数  

回数 点数 

総数 総数 1,691,725,814 155,014,676,275

 リハビリテーション 15,759,737 1,915,456,477 

③予想される医療費への影響 

 

予想影響額  0   円  

 

(影響額算出の根拠を記載する) 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減

少すると予想される医療費 

 

 

・実施回数の増加は見込まれるが医療機関に勤務する従事者の 1 日の実施

単位数内に行われるものであり、医療費の影響額としては増減ない。 

該当現行診療報酬区分 

特掲診療料 第 2部 在宅医療 

C006 在宅訪問リハビリテーション指導管理料 

要望点数 

（1単位）300 点 

現行と変化なし ④妥当と思われる診療報酬の区

分、点数及びその根拠 根拠 

審査迅速性順位 

提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

リハビリテーション関連委員会 

その他  

関係学会、代表的研究者等 
 

 担当者 

（住所、TEL、FAX、E-MAIL） 

梶原幸信（社団法人日本作業療法士会保険部） 

所属：農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 作業療法科 

   〒410－2507 静岡県伊豆市冷川 1523－108 

電話：0558-83-2204 

E-mail：otdept-1@janrc.or.jp   
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提出済み原本複写  

医療技術再評価希望書（保険既収載技術用）【概要版】 
申請者 社団法人日本作業療法士協会 

担当者（連絡先） 会長 杉原素子 

提出年月日 平成 19 年  6 月 25 日 

 

技術名 H007 障害児（者）リハビリテーション料 

技術の概要 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た

保険医療機関において、児童福祉法第 43 条の３及び第 43 条の４に規定する肢体不自由児施設

及び重症心身障害児施設又は開法第 27 条第２項に規定する国立高度専門医療センター及び独

立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものの入所者

又は通所者であって、別に厚生労働大臣の定める患者に対して、個別療法であるリハビリテー

ションを行った場合に、患者１人につき１日６単位まで算定する。 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止 

４．その他（                   ） 

具体的な内容 

障害児（者）リハビリテーション料施設基準取得可能施設の拡大：地方社会保険事務局に届け

出た保険医療機関であって、一定要件を満たしていれば、障害児（者）リハビリテーション料

における施設基準を申請可能とする。 

【評価項目】 

①再評価の理由 

今回の改定における障害児（者）リハビリテーション料の設定は、施設基準取得可能施設の範囲が極めて狭

く、以前より発達障害を対象としていた基準外の施設が他の疾患別リハビリテーションで請求している施設

が多い。よって、発達障害に対する対応施設の拡大が必要であり、障害児（者）リハビリテーション料にお

ける基準取得可能施設を保険医療機関に拡大することが望ましい。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

・対象患者数は障害児（者）リハビリテーション料の対象患者 336 千

人に変化は無い。 

・算定施設の増加により障害児（者）リハビリテーション料の実施回

数は増加が見込まれる。但し他の疾患別リハビリテーションがその

分減少が見込まれ、年間リハビリテーション実施回数 189,116,844

回に影響は無い。 

③予想される医療費への影響 予想影響額  0  円  

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少す

ると予想される医療費 

障害児（者）リハビリテーション料の算定増加は見込まれるが、現状

基準外の施設が他の疾患別リハビリテーションで請求していた分であ

り、他の疾患別リハビリテーション料算定がその分減少することにな

る。医療費増加は無く、他の疾患別リハビリテーションとの点数差に

より若干ではあるがリハビリテーション料全体の削減に繋がる。 

該当現行診療報酬区分 

特掲診療料 第 7 部リハビリテーショ

ン 

H007 障害児（者）リハビリテーション

料 

要望点数 

（1単位） 

6歳未満       190点

6歳以上 18歳未満  140 点

18歳以上      100点

現状と変化なし 

④妥当と思われる診療報酬の区分、点

数及びその根拠 

根拠 

審査迅速性順位 
提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

リハビリテーション関連委員会 

その他  

関係学会、代表的研究者等 
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申請者 社団法人日本作業療法士会 

担当者（連絡先） 会長 杉原素子 

提出年月日 平成 19 年  6 月  25 日 

 

技術名 H007 障害児（者）リハビリテーション料 

技術の概要 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た

保険医療機関において、児童福祉法第 43 条の３及び第 43 条の４に規定する肢体不自由児施

設及び重症心身障害児施設又は開法第27条第２項に規定する国立高度専門医療センター及び

独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものの入所

者又は通所者であって、別に厚生労働大臣の定める患者に対して、個別療法であるリハビリ

テーションを行った場合に、患者１人につき１日６単位まで算定する。 

再評価区分 
１．算定要件の見直し(施設基準)  ２．点数の見直し  ３．保険収載の廃止 

４．その他（                   ） 

具体的な内容 

障害児（者）リハビリテーション料施設基準取得可能施設の拡大：地方社会保険事務局に届

け出た保険医療機関であって、一定要件を満たしていれば、障害児（者）リハビリテーショ

ン料における施設基準を申請可能とする。 

【評価項目】      

①再評価の理由 

今回の改定における障害児（者）リハビリテーション料の設定は、施設基準取得可能施設の範囲が極めて狭

く、以前より発達障害を対象としていた基準外の施設が他の疾患別リハビリテーションで請求している施設

が多い。よって、発達障害に対する対応施設の拡大が必要であり、障害児（者）リハビリテーション料にお

ける基準取得可能施設を保険医療機関に拡大することが望ましい。 

②普及性の変化 

・対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

・対象患者数は障害児者リハビリテーション料の対象患者（告示 4 特掲診

療料等の施設基準等 別表第 10 の 2）336 千人（平成 14 年患者調査上巻

第 65 表総患者数より推計）に変化は無い。 

 表 1 平成 14 年患者調査上巻第 65 表総患者数より抜粋（単位：千人）

 

・算定施設の増加により障害児（者）リハビリテーション料の実施回数は

増加が見込まれる。但し他の疾患別リハビリテーションがその分減少が

見込まれ、年間リハビリテーション実施回数 189,116,844 回（15,759,737

回×12 ヶ月＝189,116,844 回）（平成 14 年社会医療診療行為別調査より

推計）（表 2）に影響はない。 

  

 表 2 平成 14 年社会医療診療行為別調査 平成 14 年 6 月審査分 

  上巻 医科診療 第 3表 診療所医科診療件数より抜粋 

総数  

回数 点数 

総数 総数 1,691,725,814 155,014,676,275

 リハビリテーション 15,759,737 1,915,456,477

神経系の疾患（19 歳以下脳性麻痺含む）（0～19 歳） 83

脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群（20 歳以上） 53

先天奇形・変形及び染色体異常 102

脳血管障害（0～19 歳） 3

精神及び行動の障害（0～19 歳） 95

合計 336

③予想される医療費への影響 

 

予想影響額  0  円  

 



(影響額算出の根拠を記載する) 

・予想される当該技術の医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減

少すると予想される医療費 

 

 

障害児（者）リハビリテーション料の算定増加は見込まれるが、現状基準

外の施設が他の疾患別リハビリテーションで請求していた分であり、他の

疾患別リハビリテーション料算定がその分減少することになる。医療費増

加は無く、他の疾患別リハビリテーションとの点数差により若干ではある

が医科診療における年間リハビリテーション料 229,854,777,240 円

（1,915,456,477 点×10×12 ヶ月＝229,854,777,240 円）（平成 14 年社会

医療診療行為別調査平成14年6月審査分 上巻 医科診療 第3表より推

計）（表 2）の削減に繋がる。 

該当現行診療報酬区分 

特掲診療料 第 7部リハビリテーション

H007 障害児（者）リハビリテーション料

要望点数 

（1単位） 

6 歳未満       190 点 

6 歳以上 18 歳未満  140 点 

18 歳以上      100 点 

現状と変化なし 

④妥当と思われる診療報酬の区

分、点数及びその根拠 

根拠 

審査迅速性順位 

提出学会順位 

 

希望する内保連委員会の名前 

リハビリテーション関連委員会 

その他  

関係学会、代表的研究者等 
 

 担当者 

（住所、TEL、FAX、E-MAIL） 

梶原幸信（社団法人日本作業療法士会保険部） 

所属：農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 作業療法科 

   〒410－2507 静岡県伊豆市冷川 1523－108 

電話：0558-83-2204 

E-mail：otdept-1@janrc.or.jp   
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